
◎
法
務
委
員
会

回
　
数

年
　
月
　
日

　
　
　
（
曜
日
）

議
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

1

平
成
５
年
１
１
月
２
日

　
　
　
　
　
　
（
火
）

理
事
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

法
務
行
政
に
対
す
る
基
本
姿
勢
勢
に
関
す
る
件
、
出
入
国
管
理
行
政
に
関
す
る
件
、
法
律
の
現
代
語
化
問
題
に
関
す

る
件
、
司
法
修
習
制
度
に
関
す
る
件
、
ゼ
ネ
コ
ン
疑
惑
の
解
明
に
関
す
る
件
、
非
嫡
出
子
の
相
続
問
題
に
関
す
る

件
、
狭
山
事
件
に
関
す
る
件
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
問
題
に
関
す
る
件
、
脳
死
に
関
す
る
件
、
再
審
開
始
決
定
の

迅
速
化
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
三
ケ
月
法
務
大
臣
、
政
府
委
員
、
最
高
裁
判
所
、
厚
生
省
及
び
文
部
省
当
局
に
対

し
質
疑
を
行
っ
た
。

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

　
右
両
案
に
つ
い
て
三
ケ
月
法
務
大
臣
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
い
た
。

2

平
成
５
年
1
1
月
４
日

　
　
　
　
　
　
（
木
）

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

　
右
両
案
に
つ
い
て
三
ケ
月
法
務
大
臣
及
び
政
府
委
員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
後
、
い
ず
れ
も
可
決
し
た
。

閣
法
第
一
三
号

賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
生
　
　
　
反
対
会
派
　
　
な
　
し

欠
席
会
派
　
　
無



閣
法
第
一
四
号

賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
生
　
　
　
反
対
会
派
　
　
な
　
し

欠
席
会
派
　
　
無

平
成
５
年
1
2
月
1
5
日

　
　
　
　
　
　
（
水
）

都
合
に
よ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

３

平
成
６
年
１
月
2
7
日

　
　
　
　
　
　
（
木
）

請
願
第
一
六
二
号
外
三
六
件
は
、
採
択
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
内
閣
に
送
付
す
る
を
要
す
る
も
の
と
審
査
決
定

し
、
第
三
号
外
一
九
一
件
を
審
査
し
た
。



○
内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
託

　

委
員
会

議
決

　

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

1
3

 

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

五
、

一
〇
、
二
六

五
、

一
〇
、
二
六

　
　
（
予
）

五
、

一
一
、
　
四

可
　
決

五
、

一
一
、
五

可
　
決

五
、

一
〇
、
二
六

五
、

一
〇
、
二
七

可
　
決

五
、

一
〇
、
二
八

可
　
決

1
4

 

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

一
〇
、
二
六

一
〇
、
二
六

　
　
（
予
）

一
一
、
　
四

可
　
決

一
一
、
五

可
　
決

一
〇
、
二
六

一
〇
、
二
七

可
　
決

一
〇
、
二
八

可
　
決



裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
一
三
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官
に
つ
い

て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
報
酬
月
額
の
改
定
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
の
報
酬

　
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸

　
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
お
お
む

　
ね
そ
の
額
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に

　
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
両
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
そ
の
例
に
準
じ

て
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
給
与
改

定
早
期
実
施
の
必
要
性
、
期
末
手
当
支
給
割
合
の
引
き
下
げ
が
給
与
改
定
率

に
及
ぼ
す
影
響
、
裁
判
官
、
検
察
官
の
給
与
改
定
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
し
た
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
一
四
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官
に
つ
い

て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
俸
給
月
額
の
改
定
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね

　
国
務
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ

　
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
額
に
お
い
て

　
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

　
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
。



委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
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照




